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【商工労働関係】 
 

１ エネルギー価格高騰への対応・実質賃金の増加について 
 

（１）地政学的な環境の変化や海外経済の景気動向等を受けて資源価格は不安定な動

きを示しており、円安傾向も相まって、原油・天然ガス等の輸入物価は依然とし

てコロナ前の水準を上回る状況が続いている。 

   燃料油価格や低圧・高圧の電力・都市ガス料金の負担抑制については、国によ
る激変緩和対策事業が実施されているが、特別高圧電力及びＬＰガス料金につい
ては、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用して自治体単位
で支援を実施することとされており、居住地や自治体の財政力の違いによる格差
や自治体ごとの支援の違いによる事業者負担の発生が懸念されている。 

   エネルギー価格の先行きが不透明な中にあって、今後とも住民生活や経済活動

への影響を最小限に抑えるよう、燃料油価格や電力（特別高圧を含む）・都市ガ

ス・ＬＰガス料金の負担抑制は、国として責任を持って全国統一的な対応を実施

すること。 

   また、短期的な負担軽減策だけではなく、エネルギー価格高騰が長期化する可

能性も見据え、地域経済がこの変化を乗り越える力を付けることが肝要であるこ

とから、エネルギー転換等の事業構造の転換に係る取組など、将来にわたり効果

が持続するよう中長期的な取組に対する一層の支援を行うこと。 

 

（２）2022年以降、消費者物価が上昇を続けている一方、物価の上昇に賃金が十分追

い付いていない状況を反映して、実質賃金は低迷が続いている。 

   デフレ経済から脱却し、持続的な経済成長を実現させるためには、ＧＤＰの６

割程度を占める個人消費の拡大が不可欠であり、それには実質賃金の増加が極め

て重要である。特に、我が国経済において雇用の７割程度を占める中小企業にお

いて賃上げが実現できれば、個人消費の拡大への影響度合いは大きい。 

   先ず足元では、物価の上昇に合わせた賃金の引上げが重要であるが、中小企業

では十分な価格転嫁が進んでおらず、賃上げの原資が十分確保されているとは言

えない状況である。そうした経営環境下にあっても賃上げに取り組む中小企業を

後押しするため、賃上げ促進税制や各種補助金・助成金によるインセンティブ付

与、取引適正化の推進等、強力な支援策を講じること。 

   また、実質賃金が持続的に上がる状況を創り出すことが重要であることから、

賃金の原資たる付加価値額が増加し労働生産性が向上するよう、中小企業の収益

力強化につながる施策の展開や支援機関による伴走支援の体制強化を図ること。 

 

２ 地域経済の活性化について 
 

（１）国の経済財政諮問会議など、経済財政政策について検討する機関に、地方財政

や地域の経済・社会に精通した地域の代表を委員として加えるなど、地域の意見

を一層反映させる仕組みを構築すること。 

 

（２）地域におけるオープンイノベーションを促進するため、イノベーションの重要

な担い手であるスタートアップを生み出し、成長を支えるインキュベーション施

設の運営の継続及び充実・強化を図るとともに、都道府県が運営する施設に対す
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る支援を行うこと。さらに、各地で産学官融合拠点の創出を進めるとともに、成

長型中小企業等研究開発支援事業の拡充、研究開発税制やオープンイノベーショ

ン促進税制による支援を継続すること。なお、これらオープンイノベーションの

促進においては、地域発のイノベーションの取組をコーディネートできる人材が

各組織に必要であるため、人材の育成と配置など、体制強化のための支援につい

ても取り組むこと。 

   また、各地域の大学や高等専門学校における技術シーズを活用したスタートア

ップの創出に向けて、必要な施設の整備や大企業との人材マッチングに対する支

援を拡充するとともに、小中高生も対象に含めた起業家教育を強化すること。 

   加えて、ベンチャー企業への投資規模が拡大するよう、機関投資家への税財政

措置等の投資優遇策を充実させるとともに、機関投資家の中間的役割を担うベン

チャーキャピタル等の人材確保・育成を行うなど、物的・人的の両面から地方で

スタートアップを成長させる実効性のある仕組みへと改善すること。 

   スタートアップに限らず、必ずしも高度な技術や斬新なビジネスモデルをベー

スとしない・規模の拡大を目指さない等のローカル志向の起業が増加しており、

そうした起業希望者も含め都道府県が行う支援施策について、十分な財政措置を

講じること。 

 

（３）デジタル化に未着手又は取組の初期段階の中小企業も一定数存在することから、

初期的なデジタル化のニーズの掘り起こしのため、事業環境変化対応型支援事業

（デジタル化診断）を積極的に展開するとともに、ＩＴ導入補助金による技術導

入支援を継続すること。 

   加えて、地域や中小企業内部におけるデジタル人材の育成のため、地域デジタ

ル人材育成・確保推進事業（デジタル人材育成プラットフォーム）を強力に進め

ること。 

 

（４）2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、より多くの中小企業が脱炭素経

営を推進できるよう、温室効果ガス排出量の算定や削減計画策定、省エネルギー

診断事業、省エネルギー設備更新、再生可能エネルギー設備導入、工場のスマー

ト化等に対する支援を強化すること。 

   加えて、中小企業の積極的な事業展開を支えるため、ものづくり補助金（グリ

ーン枠）や事業再構築促進事業（グリーン成長枠、産業構造転換枠）を継続する

こと。 

   また、再生可能エネルギーや水素、アンモニア等のクリーンエネルギーの導入

加速化を進めるとともに、トランジション期における石油・天然ガス等の安定供

給の確保を図ること。その際には、地域や産業の事情による国内格差を生じさせ

ないよう十分配慮したものとすること。 

 

（５）付加価値の高い製品・サービスを有する中小企業が、更なる成長を遂げ、賃上

げや投資の増加を実現させるためには、輸出や海外投資により旺盛な海外需要を

取り込むことも重要であることから、海外展開する中小企業の裾野を拡大すると

ともに、ブランディングや設備投資、知財保護を支援する施策を拡充すること。 

 

（６）感染症や自然災害、地政学リスク等の不確実性が高まっている中において、様々

な産業において生産拠点等の国内回帰を含む強靭なサプライチェーンを構築す

る必要があることから、経済安全保障の観点から国が指定する重要物資について
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の支援はもとより、中小企業のサイバーセキュリティ強化やサプライチェーン対

策のための国内投資促進事業の復活などサプライチェーンの強靭化に対する取

組への支援を拡充すること。 

 

（７）経営課題の解決を図りたい地方の中小企業と自らの経験やスキルを活かしたい

都市部の人材とのマッチングを図ることはイノベーションの創出にプラスの影

響を与え得るものであるとともに、地方への人材の還流にもつながるものである

ことから、副業・兼業へのインセンティブを高めるための副業・兼業支援補助金

等の支援制度の充実や高度な知見を有する人材の中小企業経営への参画を促す

制度の更なる強化を図ること。 

 

（８）世界的な旅客機需要は新型コロナウイルス感染症の影響から一部回復基調にあ

るものの、航空機産業関連事業者は未だ厳しい経営環境に直面していることから

防衛機や防衛装備品を始めとした官需の前倒しによる下支えや事業再構築支援

の継続など、事業継続の支援を行うこと。 

   併せて、航空機産業は世界的には 2040 年までに現在の約 1.6 倍と大きな成長

が見込まれている成長産業であることから、需要回復に伴う競争に乗り遅れない

よう、競争力向上や将来的な受注獲得に向けた地方が行う取組に対し支援を行う

とともに、国策として新たな完成機プロジェクトへの再チャレンジを検討するこ

と。 

 

（９）半導体は産業のコメと言われ、大きな経済効果、雇用創出が見込まれるととも

に、経済安全保障の要でもあり、国内生産を長期的、安定的に確保する必要があ

ることから、次世代半導体の製造拠点の円滑な整備や、研究・人材育成等が一体

となった複合拠点の立地の実現に向けた取組を推進すること。 

   また、パワー半導体、アナログ半導体、半導体部素材・原料及び半導体製造装

置の製造基盤の強化に対しても幅広く支援を行うこと。 

 

（10）「物流 2024年問題」（トラックドライバーの時間外労働の上限規制）に備え、

トラックドライバー不足や適正な価格転嫁が難しい状況に鑑み、国民の暮らしや

産業を支える基本的なインフラである物流の持続的な確保に向けて、国の責任に

おいて運送事業者や荷主企業等に対するホワイト物流の取組促進に向けた周知

徹底を行うとともに一層の取組を進めること。 

 

（11）対日直接投資は、内外資源の融合によるイノベーションや地域での投資拡大・

雇用創出を通じて、日本経済の成長力強化にも貢献することから、グローバル企

業の誘致に取り組む地方に対し、国も一体となって重点的に支援すること。 

 

３ 中小企業の振興について 
 

（１）新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響を受けて厳しい状況にある中小企

業の資金繰りを支援するため、新規融資や条件変更、借換等の需要に対して金融

機関が迅速かつ柔軟に対応するよう今後も強く要請を継続するとともに、セーフ

ティネット保証制度の弾力的な運用、日本政策金融公庫による低利・無担保融資

やセーフティネット貸付の要件緩和の継続、借換や経営改善への取組に対する信

用保証制度の継続・拡充、返済猶予を含む既往債務の条件変更に伴う追加保証料
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に対する支援、収益力改善や事業再生に対する支援の強化など、事業者の状況に

応じた必要な対策を引き続き講じること。 

   また、円滑な事業再生を支援するため、中小企業再生ファンドについて、支援

を必要とする事業者の掘り起こしを行う「プッシュ型の支援体制」の構築や必要

に応じた追加出資を行うとともに、民間金融機関による資本性劣後ローンの取扱

いが広がるよう信用保証制度の創設などを講じること。 

 

（２）信用保証協会の経営に支障を来さないよう、協会への無利子貸付や補助などの

支援措置を講じるとともに、中小企業の経営改善につなげる観点から、引き続き

保証料率・保険料率のあり方を検討すること。 

   また、都道府県が「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」への対応や

実質無利子・無担保融資及び独自の資金繰り支援を実施するにあたり必要となる、

信用保証に基づく代位弁済額の都道府県負担分や預託原資調達に係る借入利息、

利子補給、信用保証料補給等については、都道府県の財政負担が大きいことから

十分な支援を行うこと。 

 

（３）地域産業の活性化や中小企業の振興を図るため、都道府県中小企業支援センタ

ー等との連携などに十分配慮しながら、人材の育成、経営革新への支援を充実さ

せるとともに、「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業（よろず支

援拠点事業）」を継続的に実施すること。 

   また、「中小企業生産性革命推進事業」については、中小企業基盤整備機構へ

拠出する仕組みを継続し、今後も安定的な予算を確保すること。特に、厳しい経

営状況にある小規模事業者における販路開拓等による生産性向上を図る観点か

ら、持続化補助金は十分な予算を確保すること。 

   さらに、「中小企業等事業再構築促進事業」については、事業者の新たなチャ

レンジを大いに後押しするものであり、今後も継続して予算を確保し、中小企業

生産性革命推進事業とともに、多くの事業者が活用できるよう引き続き柔軟に対

応すること。 

 

（４）中小企業の円滑な事業承継を促進するため、事業承継・引継ぎ支援センターの

取組や専門家派遣への助成、持ち株会社含め様々な経営体制の実態に即した税制

の負担軽減措置の対象要件の緩和など、事業者の気付きから承継の実現までの一

貫した支援をより一層充実させること。 

   また、事業承継税制の認定件数が増加していることから、「中小企業における

経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき都道府県が行う認定事務について、

必要な地方財政措置を講じるとともに、全国規模での申請手続や認定事務の電子

化、定期的な担当職員への研修により、適正化・効率化に向けた環境の整備を行

うこと。 

 

（５）小規模事業者は地域における経済、雇用、コミュニティの維持に重要な役割を

果たしていることから、その振興策を充実させること。 

   また、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化や資材不足、エネルギー・原

材料価格の高騰により、小規模事業者の経営が回復するまで長期の時間を要する

ことが予想され、商工指導団体による事業者への伴走支援が今後さらに重要にな

ることから、都道府県が商工指導団体の支援体制の強化に十分な財政支援を行え

るよう、経営指導員等の指導費等に係る財政支援を複数年度にわたり拡充するこ
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と。 

   加えて、地域の中小企業・小規模事業者の支援拠点である商工指導団体施設の

多くが老朽化していることにより、災害時の相談対応や炊き出し、物資提供等の

拠点として十分に機能を発揮することが困難になってきている。地域の拠りどこ

ろである施設を地域における社会資本と位置づけ、災害のほか、まちづくり拠点、

インキュベーション施設等の機能の強化が図られるよう、耐震化、浸水防止並び

に機能強化を目的とした集約化に伴う、移転・解体を含む費用に対しても十分な

財政支援を行うこと。 

 

（６）中小企業高度化資金（高度化事業）について、昨今の金利情勢や民法改正、他

省庁の遅延利息の率等を踏まえ、既往貸付分にかかる分を含め違約金の利率につ

いて検討を行うこと。 

 

（７）中小企業の経営革新への取組を支援するため、経営革新計画承認企業に対し、

資金調達や販路開拓などの支援措置を一層充実すること。 

 

（８）近年、多発している自然災害や新興感染症の感染拡大等に対し、中小企業がサ

プライチェーンを維持するため、税制措置の充実を図ること等により事業継続計

画（ＢＣＰ）の策定によるリスクマネジメントの強化を支援すること。 

 

（９）中心市街地の商業機能やコミュニティ機能の維持・強化を図るため、商店街の

活性化に向けた取組等に対する支援の充実を図るとともに、空き店舗の解消等を

促進するため、制度改正や財政支援措置を含む抜本的な対策を実施すること。 

 

（10）新型コロナウイルス感染症の影響の長期化や不安定な国際情勢などに円安傾向

も相まって、原材料・エネルギーコストが上昇しており、中小企業は厳しい状況

に置かれている。原材料・エネルギーコスト増加分の適正な価格転嫁をはじめ、

大企業と中小企業との取引の適正化に向けて、実効性ある下請事業者の支援対策

を強化すること。 

 

４ 雇用対策及び労働の質の向上について 

 

（１）雇用調整助成金や休業支援金等の雇用対策の支援策については、今後も雇用情

勢を踏まえた柔軟な対応を行うとともに、制度の仕組みや活用方法について、事

業者に分かりやすく周知すること。 

   また、在籍型出向制度については、人手不足の緩和と、出向によるスキルアッ

プが復帰後の出向元へのフィードバック効果を生み出す点を踏まえ、支援の拡充

を図ること。 

 

（２）労働生産性の向上には、働く人のスキル向上や円滑な労働移動が不可欠である

ことから、離職者向け職業訓練について、デジタル分野の強化や委託先の民間教

育訓練機関等が提供するオンライン訓練の受講に必要な通信環境への支援の充

実を図ること。 

   さらに、在職者向け訓練について、教育訓練給付のオンライン・土日・夜間の

講座の拡充を図るとともに、人材開発支援助成金等の事業主に対する支援の充実
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を図ること。 

   また、人手不足が深刻な分野や地域において、中小企業による人材確保が図ら

れるよう、地方負担に配慮した形で既存の支援制度の拡充や新たな支援制度の創

設を検討すること。 

 

（３）育児・介護や地域活動など働く人それぞれのライフスタイルやライフステージ

に応じた働き方を実現させるため、人材確保等支援助成金（テレワークコース）

やＩＴ導入補助金等の支援策の充実によりテレワークを促進するとともに、労働

契約関係の明確化やキャリアアップ助成金等により多様な正社員制度の普及を

図ることで、中小企業における柔軟で多様な働き方を推進すること。 

 

（４）ワーク・ライフ・バランスと同一労働同一賃金の実現のため、働き方改革推進

支援助成金等による長時間労働の是正を進めるとともに、監督強化による非正規

雇用労働者に対する不合理な待遇差の禁止徹底やキャリアアップ助成金等の活

用による非正規雇用労働者の処遇改善を図ることで、中小企業における働き方改

革を推進すること。 

また、自動車運転の業務・建設事業における時間外労働の上限規制が令和６年

４月から開始されることを受けて、その円滑な適用が図られるよう関係する企業

への支援を充実させること。 

 

（５）女性が自らの意思により、その個性と能力を十分に発揮しながら、充実した職

業生活を送ることができる社会の実現が重要であり、そのためには男女ともに仕

事と家事・育児等の両立ができることが必要であることから、個人に対する出産・

育児や保育に係る施策の強化はもとより、企業側の体制充実のため、円滑な育児

休業の取得や職場復帰、代替要員確保を支援する両立支援等助成金等の拡充や、

「えるぼし認定」や「くるみん認定」の取得企業に対する助成措置等の支援、企

業の両立支援や女性活躍に関する情報の開示の促進を図ること。 

 

（６）就職活動様式の変化や景気動向の見通しが立ちにくい状況下にあって、今後も

新規学卒者や既卒未就業者の更なる採用増加を図るため、ハローワークによる支

援や中小企業とのマッチングの強化を図ること。 

   また、若年者のためのワンストップサービスセンターの運営支援や地域若者サ

ポートステーションを核としたニート等の若者への職業的自立支援、若者の早期

離職を防ぐための対策など、若年者雇用対策を充実すること。 

 

（７）70 歳までの就業機会確保等に向けた環境整備や高年齢労働者の処遇改善を行

う企業に対して高年齢労働者処遇改善促進助成金や 65 歳超雇用推進助成金を拡

充するなど、意欲のある高年齢者が安心して働けるよう雇用・就業対策を充実す

ること。 

 

（８）企業の規模にかかわらず障害者雇用が促進されるよう、障害者雇用の意義につ

いての啓発、障害者の就労・職場定着を支援するジョブコーチ等の体制の強化や

人材の育成、雇用する企業に対するトライアル雇用助成金や特定求職者雇用開発

助成金等の拡充により、障害者の就労促進策の充実・強化と地域のニーズに応じ

た雇用維持支援策の充実を図ること。 

   また、障害者手帳の有無にかかわらず、障害福祉サービスの対象となっている 
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難病患者や内部障害者、高次脳機能障害者及び発達障害者の雇用を促進するため、

雇用率制度及び障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金制度の対象に追加す

る等施策の充実を図ること。 

 

（９）就職氷河期世代に対する取組については、真に実効性のあるものとするため、

就職氷河期世代の活躍を促進する仕組みづくりや気運の醸成、非正規雇用労働者 

や無就業者への就業・職業訓練・リカレント教育・職場定着の支援、ひきこもり 

の状態にある者や生活困窮者への支援について、国が責任を持って取り組むこと。 

   また、長期にわたり不安定就労や無業状態にある者等については息の長い支援

を地域の実情に応じて実施することが必要であることから、地方公共団体の取組

について、必要な財源措置を講じること。 

 

（10）外国人材について、国内における産業を支える人材不足を踏まえ、在留資格「特

定技能」に係る１号及び２号の対象分野に企業等の実情を反映した特定産業分野

を追加するほか、「造船・舶用工業」の特定技能２号に移行するための本年度の試

験スケジュール等や新たに特定技能２号に追加される分野に係る２号に移行す

るための手続等を早期に公表すること。また、在留資格の制度の見直し等に当た

っては、それらのプロセスを明確化し、事業者団体等への周知をしっかり図った

上で、地域の労働需給の状況や、地方公共団体や地域の事業者団体、中小事業者

等から聴取した意向等を反映するとともに、在留資格の取得や変更手続における

提出書類や記載事項の省略など、一層の簡素化を図ること。 

   さらに、「特定技能」の制度概要や手続等についても、法務省が各省庁の情報

を取りまとめ、事業者団体や企業等に対して、十分な情報発信及び相談対応を一

元的に行うこと。 

   加えて、「特定技能」に限らず、「技術・人文知識・国際業務」などの専門的・

技術的分野の在留資格において、事業者等の実情を反映し、外国人材が日本人同

様の幅広い業種や職種において従事できるよう、従事可能な業務の緩和等を行う

こと。 

   また、地方公共団体の施策立案に資するよう、地方公共団体側が必要とする情

報の提供を柔軟に行うこと。例えば、統計情報については、厚生労働省の「外国

人雇用状況の届出状況まとめ」や法務省の「在留外国人統計」において、地域の

状況を正確に把握できるよう、より詳細な集計区分を追加するなど、施策の基礎

となる情報の充実を図ること。 

 

（11）都道府県が実施している技能検定制度については、ものづくり分野に従事する

若者の確保・育成のため、若年者に対する技能検定手数料の減免措置を実施して

いるが、令和４年度から変更された減免措置に係る国の補助対象者の年齢等の対

象範囲を拡大するとともに、「技能向上対策費補助金」の十分な予算確保を含め、

技能の振興や継承に対する施策の充実を図ること。 

   また、若年技能者人材育成支援等事業（ものづくりマイスター制度）について

も、事業費縮小等により、高校生等が熟練技能者の指導を受ける機会が減少して

いることから、必要な財源の確保を図ること。 
 

 

  


